
投票区名 

第 1 投票区 

第 2 投票区 

第 3 投票区 

第 4 投票区 

第 5 投票区 

第 6 投票区 

第 7 投票区 

第 8 投票区 

第 9 投票区 

第10投票区 
 

第11投票区 

第12投票区 

第13投票区 

第14投票区 

第15投票区 
 

第16投票区 

第17投票区 

第18投票区 

第19投票区 

第20投票区 

施 設 の 名 称 

勝 山 市 役 所  

子 ど も セ ン タ ー  

北 保 育 園  

成 器 西 小 学 校  

成 器 南 幼 稚 園  

旭町2丁目区民会館 

猪 野 瀬 公 民 館  

平 泉 寺 公 民 館  

岩 ヶ 野 公 民 館  

福祉健康センター 
「すこやか」 

栃 神 谷 公 民 館  

北 谷 公 民 館  

谷 公 民 館  

野 向 公 民 館  

荒 土 児 童 ホ ー ル  
 

荒土小学校細野分校 

北 郷 公 民 館  

伊 知 地 公 民 館  

鹿 谷 公 民 館  

遅 羽 公 民 館  

投　　票　　区　　の　　区　　域 

元町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目 

沢町1丁目、本町1丁目、栄町1丁目、栄町2丁目、栄町3丁目、栄町4丁目、栄町5丁目 

沢町2丁目、芳野町1丁目、芳野町2丁目、長山町1丁目、長山町2丁目 

昭和町1丁目、昭和町2丁目、昭和町3丁目、旭町1丁目 

元町2丁目、元町3丁目、立川町1丁目、立川町2丁目 

片瀬、片瀬町1丁目、片瀬町2丁目、旭町2丁目、旭毛屋町、旭町3丁目 

毛屋町、毛屋、猪野、高島、若猪野、猪野口、西高島、平泉寺町岡横江 

平泉寺、笹尾、赤尾、大渡、壁倉、神野、経塚 

岩ヶ野、大矢谷、小矢谷、上野、池ヶ原 

郡町1丁目、郡町2丁目、郡町3丁目、郡、滝波、五本寺、黒原、寺尾、浄土寺、 

滝波町1丁目、滝波町2丁目、滝波町3丁目、滝波町4丁目、滝波町5丁目、上芳野 

栃神谷、暮見、野向町薬師神谷 

中尾、北六呂師、河合、木根橋、小原、杉山 

谷 

竜谷、竹林、聖丸、深谷、牛ヶ谷、北野津又、横倉 

松田、田名部、布市、清水島、北新在家、別所、細野口、 

北宮地、堀名、中清水、伊波、妙金島、新保、松ヶ崎 

境、戸倉、西ヶ原、新道 

西妙金島、檜曽谷、新町、志比原、上森川、下森川、東野、岩屋 

伊知地、坂東島、上野 

保田、西光寺、北西俣、矢戸口、本郷、西遅羽口、東遅羽口、杉俣、志田、発坂、出村 

下荒井、 崎、大袋、新道、北山、蓬生、中島、千代田、比島 

衆議院議員 選挙 

8月30日（日） 
投
票
日 

第45回 衆議院議員総選挙 
投 票 日　8月30日（日） 
投票時間　午前7時～午後8時 

（第13投票所　谷公民館は午後6時まで） 

勝山市選挙管理委員会事務局　188‐1111（内線378・379） 問 

　
次
の
順
に
投
票
し
ま
す
。 

小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙 

　（
ピ
ン
ク
色
の
投
票
用
紙
） 

　
候
補
者
個
人
名
を
記
載
し
て
投
票
し
ま
す
。 

　
　
← 

比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙 

　（
あ
さ
ぎ
色
の
投
票
用
紙
） 

　
政
党
の
名
称
ま
た
は
略
称
を
記
載
し
て
投

票
し
ま
す
。 

　
　
← 

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査 

　（
白
色
の
投
票
用
紙
） 

　
不
信
任
の
裁
判
官
に
×
を
記
載
し
て
投
票

し
ま
す
。 

　
衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
、
小
選
挙

区
選
出
議
員
選
挙
、
比
例
代
表
選
出

議
員
選
挙
に
加
え
、
最
高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
が
あ
り
ま
す 

投票日にはサイレンを鳴らします 

選挙に関するお問合せにお答えする 
福井県「選挙よろず相談所」開設中 

市民会館にて即日開票 

　投票開始の午前7時と投票所閉鎖1

時間前の午後7時にサイレン（公民館等）

を鳴らします。 

 

 

参観者は200人まで 

　開票は8月30日（日）、午後9時か

ら勝山市民会館大ホールで行います。参

観ご希望のかたは、当日午後 8時 30

分から市民会館玄関前にて受け付けます

のでお越しください。 

 

 

 

開設場所　福井県選挙管理委員会 

　　　　　10776－20－0357 

受付時間　平日の午前8時30分～ 

　　　　　　　　　　　午後5時30分 

（正午～午後1時を除く） 

 

障がいの部位 
両下肢・体幹・ 
移動機能 

特別項症から 
第2項症まで 
（両下肢･体幹） 

特別項症から 
第3項症まで 

介護保険法の被保険者証の 
要介護状態区分が要介護5

－－－－ 

心臓・腎臓・ 
呼吸器・ぼうこう・ 
直腸・小腸 

免　　疫 

1級から3級まで 1級・3級 1級・2級 身体障害者手帳 

戦傷病者手帳 

介護保険の 
被保険者証 

手帳など 

広報かつやま8月号 No.657 6 広報かつやま8月号 No.6577

選
挙
は
、
私
た
ち
国
民
が
政
治
に
参
加
す

る
最
も
重
要
な
機
会
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が

自
覚
と
良
識
を
も
っ
て
、
一
票
を
投
じ
ま
し

ょ
う
。

勝
山
市
の
選
挙
区
は
、
福
井
県
第
2
区
選

挙
区
で
す
。

勝
山
市
で
投
票
で
き
る
か
た

年
齢
要
件

平
成
元
年
8
月
３１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
か
た
（
投
票
日
当
日
に
お
い
て
、

満
年
齢
２０
歳
に
達
し
て
い
る
か
た
）

住
所
要
件

平
成
２１
年
5
月
１７
日
以
前
に
住

民
登
録
し
、
引
き
続
き
勝
山
市
に
居
住
し

て
い
る
こ
と

市
内
で
住
所
を

変
更
さ
れ
た
か
た
の
投
票
場
所

平
成
２１
年
8
月
１
日
か
ら
投
票
日
ま
で
の

間
に
、
勝
山
市
内
で
転
居
届
を
出
さ
れ
た
か

た
は
、
入
場
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る
元
の
住

所
地
の
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

入
場
券
を
郵
送
し
ま
す

入
場
券
は
8
月
２１
日
ま
で
に
郵
便
で
お
届

け
し
ま
す
。
万
一
、
入
場
券
が
届
か
な
い
と

き
は
、
勝
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

入
場
券
は
、
世
帯
ご
と
に
ま
と
め
て
封
筒

に
入
っ
て
い
ま
す
。
ご
家
族
の
入
場
券
と
間

違
え
な
い
よ
う
に
、
投
票
所
の
受
け
付
け
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
場
券
を
忘
れ
て
も
、
本
人
確
認

の
う
え
投
票
で
き
ま
す
が
、
確
認
作
業
の
た

め
お
時
間
を
い
た
だ
き
ま
す
。

投
票
日
前
で
も

直
接
投
票
で
き
ま
す

「
期
日
前
投
票
」

投
票
当
日
、
仕
事
や
旅
行
な
ど
で
都
合
の

悪
い
か
た
は
、
期
日
前
投
票
制
度
を
ご
利
用

で
き
ま
す
。

入
場
券
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
印
鑑
な
ど

は
不
要
で
す
。
な
お
、
入
場
券
を
忘
れ
て
も
、

本
人
確
認
の
う
え
投
票
で
き
ま
す
が
、
確
認

作
業
の
た
め
お
時
間
を
い
た
だ
き
ま
す
。

投
票
期
間

選
挙
の
告
示
の
翌
日
か
ら
選
挙

期
日
の
前
日
ま
で
で
す
。

8
月
１９
日
（
水
）
〜
8
月
２９
日
（
土
）

投
票
時
間

午
前
8
時
３０
分
〜
午
後
8
時

投
票
場
所

市
役
所
１
階（
中
央
公
園
側
）の

期
日
前
投
票
所
（
農
林
政
策
課
隣
り
）

か
ら
だ
の
不
自
由
な
か
た
へ

１
　
郵
便
等
に
よ
る

不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す

身
体
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
か
た
は

「
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
」
の
制
度
が

あ
り
ま
す
。

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
ま
た

は
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
か
た
で
、
障
が
い
の
程
度
が
左
表
に
該

当
す
る
か
た
が
申
請
で
き
ま
す
。

郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
申
請

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
た
め

に
は
、「
郵
便
投
票
証
明
書
」（
7
年
間
有
効
。

要
介
護
5
の
か
た
を
除
く
）
の
交
付
を
受
け

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
勝
山
市
選
挙
管
理
委

員
会
で
常
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
身

体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
ま
た
は
介

護
保
険
被
保
険
者
証
を
添
え
て
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
本
人
に
代
わ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め

届
出
の
あ
っ
た
代
理
記
載
人
が
投
票
用
紙
に

書
く
こ
と
が
で
き
る
代
理
記
載
制
度
も
あ
り

ま
す
。
利
用
で
き
る
の
は
、
郵
便
等
投
票
証

明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
か
た
で
、
身
体

障
害
者
手
帳
に
上
肢
も
し
く
は
視
覚
障
害
１

級
ま
た
は
戦
傷
病
手
帳
に
上
肢
も
し
く
は
視

覚
の
障
が
い
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第
2
項

症
ま
で
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
か
た
で
す
。

2

代
理
投
票
に
つ
い
て

投
票
所
で
、
か
ら
だ
が
不
自
由
な
た
め
、

自
分
で
候
補
者
名
な
ど
を
書
く
こ
と
が
で
き

な
い
か
た
は
、
代
理
投
票
が
で
き
ま
す
。
受

け
付
け
で
「
代
理
投
票
を
」
と
伝
え
て
く
だ

さ
い
。
補
助
者
が
本
人
の
立
ち
会
い
の
う
え
、

代
理
投
票
し
ま
す
。

3

点
字
投
票
に
つ
い
て

視
覚
に
障
が
い
の
あ
る
か
た
は
、
点
字
で

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
受
け
付

け
で
「
点
字
投
票
を
」
と
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

点
字
器
お
よ
び
点
字
の
候
補
者
な
ど
の
名
簿

も
投
票
所
に
備
え
つ
け
て
あ
り
ま
す
。


